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現在NACCSにて申請対象外となっている手続きに対応するため、汎用申請の電子申請手続きを追加します。
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上記の変更の他、JAH（履行報告等申請）にて申請した案件に対して、JAC（取下申請）が可能となります。

汎用申請の電子申請手続きは、既存
のJAH業務（履行報告等申請）にて申
請区分を追加する形で、システムの機
能を修正しています。

入力の内容に応じて、履行報告または
汎用申請になります。

JAH業務の入力項目を以下の通り変更します。

・項目「履行報告区分」を「汎用申請区分」に変更します。

汎用申請区分は、以下の区分から選択できます。

０１：履行報告_据付報告

０２：履行報告_ストック販売状況報告

０３：履行報告_積み戻し報告

０４：履行報告_使用状況及び設置状況報告

０５：履行報告_包括報告

０６：履行報告_水銀の使用実績報告

０９：履行報告_その他

１０：汎用申請

・項目「申請窓口」を追加します。

申請窓口は、履行報告等対象許可承認証等番号の入力
がない場合は必須入力となります。

特記事項
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添付資料を追加し、申請を行います。

・項目「汎用申請区分」は、「10：汎用申請」を選択します。

・項目「履行報告等対象許可
承認証等番号」は必須入力と
なります。なお、入力が可能な
番号は、交付済み電子ライセ
ンスのみとなります。

・項目「申請窓口」は入力でき
ません。

汎用申請

「元案件あり」を行う場合

・項目「履行報告等対象許可
承認証等番号」は入力できま
せん。

・項目「申請窓口」を入力しま
す。窓口コードは入力項目ガイ
ドを参照してください。

汎用申請

「元案件なし」を行う場合

・その他の必要事項を入力します。

２

入力方法


